
 

広川町内での土木工事等に伴う埋蔵文化財の手続き（※民間事業の場合） 

 
          （注意）「土木工事等」とは、地面を掘る行為のことです。掘削が伴う建物建設工事や浄化槽埋設工事なども含まれます。 
             埋蔵文化財が発見される可能性がありますので、地面を掘る時は事前に広川町教育委員会で文化財の確認をお願いします。 
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遺跡が壊れる部分は
発掘調査を実施しま
す。 
発掘調査現地作業完
了後に工事可能とな
ります。 
 
※万一、重要な遺跡が発見
された場合は保存協議をす
る可能性があります。 
 
 

対象地の掘削箇所に 
未知の埋蔵文化財が 
存在する可能性が 
ある場合

対象地掘削箇所に埋蔵文化財が存在
する可能性が明らかに無い場合

対象地掘削箇所に 
未知の埋蔵文化財が 
存在する可能性があるが、 
掘削内容がが軽微な場合

工事立会のうえ工事着工 
※掘削に文化財専門職員立会

工事着工可

工事着工可 
 

 
※発掘調査をした
遺跡の 報告書作
成刊行までが発掘
調査になります。
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【県の指導事項】

慎 重 工 事

工 事 立 会

発 掘 調 査

※工事中に埋蔵文化財が 
発見される可能性が 
ほぼ無い場合。

※工事中に埋蔵文化財が 
発見される可能性が 
あるが影響が軽微な場合、 
掘削に専門職員が立ち会
います

※埋蔵文化財が工事により 
 消失する場合は発掘調査 
 が必要。
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工事立会のうえ工事着工 
※掘削に文化財専門職員立会

（工事で遺跡に 
影響がある場合）

発掘調査実施

試掘の結果、新発見の 
遺跡が発見された場合

試掘の結果、 
埋蔵文化財無しと判明

試
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